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(57)【要約】
【課題】利便性を高めたフィーチャーフォンタイプの携
帯電話を提供する。
【解決手段】フィーチャーフォンタイプの携帯電話１は
、ディスプレイ１０に能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると、所定時間経過後
に能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎを非表示にし、ディスプレイ１０に受動型のＨｅａｄ
ｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると、
所定時間経過後に受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎを強制的に非表示にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話であって、
　ディスプレイに能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると
、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示
にし、
　前記ディスプレイに受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させ
ると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを強
制的に非表示にする、携帯電話。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯電話であって、
　強制的に非表示にされた前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを
Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面に追加する、携帯電話。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯電話であって、
　前記ディスプレイに前記Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面が表示されている状態で、物理
キーに対する操作に応じて前記受動型Ｈｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎに関
する処理を行う、携帯電話。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の携帯電話であって、
　前記携帯電話のＯＳに追加されたコードの実行によって、前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕ
ｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを強制的に非表示にする、携帯電話。
【請求項５】
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話が実行する表示制御方法であって、
　ディスプレイに能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると
、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示
にするステップと、
　前記ディスプレイに受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させ
ると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを強
制的に非表示にするステップと、
を含む、表示制御方法。
【請求項６】
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話に、
　ディスプレイに能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると
、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示
にするステップと、
　前記ディスプレイに受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させ
ると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを強
制的に非表示にするステップと、
を実行させる、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話に関する。より詳細には、本発明は、フィーチャーフォンタイプの
携帯電話に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在市販されているスマートフォンのような携帯電話は、電源をオンにした時、タッチ
スクリーンで構成される画面上にロック画面が表示され、所定の操作以外の操作が無効化
される仕様になっているものが多い（例えば特許文献１参照）。このようなロック画面に
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は、例えば通話の不在着信および電子メールの受信など各種情報の通知（ノーティフィケ
ーション（Notification））が表示可能になっているものが多い。
【０００３】
　スマートフォンにおいては、例えばタッチスクリーン上でノーティフィケーションが表
示された領域外でユーザによって行われるフリック操作に応じて、例えばアプリケーショ
ンなどのアイコンが表示されるホーム画面などに遷移することができる。また、タッチス
クリーン上にノーティフィケーションが表示された領域においてユーザによって行われる
タップ操作に応じて、そのノーティフィケーションに対応する画面に遷移することができ
る。例えば、通話の不在着信のノーティフィケーションが表示された領域で行われるタッ
プ操作に応じて、不在着信の詳細情報を表示して、不在着信の相手の電話番号に発信する
画面に遷移したりすることができる。また、例えば、電子メールの受信のノーティフィケ
ーションが表示された領域で行われるタップ操作に応じて、電子メールのアプリケーショ
ン（アプリケーションソフトウェア）を起動して、受信した電子メールの本文を表示させ
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－６７２４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　スマートフォンのみならず、フィーチャーフォンのような携帯電話においても、ノーテ
ィフィケーションの機能を簡単な操作で実現できれば、フィーチャーフォンタイプの携帯
電話の利便性を高めることができる。
【０００６】
　本発明の目的は、利便性を高めたフィーチャーフォンタイプの携帯電話を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係るフィーチャーフォンタイプの携帯電話は、
　ディスプレイに能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると
、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示
にし、
　前記ディスプレイに受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させ
ると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを強
制的に非表示にする。
【０００８】
　また、本発明の一実施形態に係る表示制御方法は、
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話が実行する表示制御方法であって、
　ディスプレイに能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると
、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示
にするステップと、
　前記ディスプレイに受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させ
ると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを強
制的に非表示にするステップと、を含む。
【０００９】
　また、本発明の一実施形態に係るプログラムは、
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話に、
　ディスプレイに能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると
、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示
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にするステップと、
　前記ディスプレイに受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させ
ると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを強
制的に非表示にするステップと、を実行させる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施形態によれば、フィーチャーフォンタイプの携帯電話の利便性を高めるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯電話の外観を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯電話の概略構成を示すブロック図である。
【図３】能動型Ｈｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎが表示された画面の例を示
す図である。
【図４】受動型Ｈｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎが表示された画面の例を示
す図である。
【図５】本発明の実施形態に係るＮｏｔｉｆｉｃａｉｔｏｎ画面の例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る携帯電話の動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１３】
　以下説明する発明の実施形態においては、フィーチャーフォンタイプの携帯電話の一例
として、いわゆる折りたたみ式（フリップ型またはクラムシェル型）のフィーチャーフォ
ンを想定して説明する。しかしながら、本発明の実施形態は、折りたたみ式の携帯電話に
限定されるものではなく、キーボードがスライドして現れるスライド式、またはバー型（
ストレート式）などのようなフィーチャーフォンとしてもよい。ここで本実施形態に係る
フィーチャーフォンタイプの携帯電話は、例えば、ディスプレイと一体的に設けられたタ
ッチパネル（以下、「タッチスクリーン」ともいう。）による操作に対応したＯＳ、例え
ばＡｎｄｒｏｉｄ（登録商標）がインストールされているが、タッチスクリーンを備えず
、例えば物理キーによって操作される携帯電話である。また、本実施形態に係るフィーチ
ャーフォンタイプの携帯電話は、タッチスクリーンを備え、当該タッチスクリーンによる
操作を可能としながらも、当該操作と同様の操作を物理キーによっても操作可能な携帯電
話であってもよい。この場合、本実施形態に係るフィーチャーフォンタイプの携帯電話は
、タッチスクリーンによる全ての操作が物理キーによって操作可能であるものに限定され
ず、タッチスクリーンによる幾らかの操作が物理キーによっても操作可能であるものであ
ってよい。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態に係る携帯電話の外観を示す図である。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態に係るフィーチャーフォンタイプの携帯電話１は、上部
筐体２と下部筐体４とが、ヒンジ部５によって接続された折りたたみ式の携帯電話である
。携帯電話１においては、上部筐体２と下部筐体４とが、例えばヒンジ部５を谷として折
りたたみ可能に構成される。携帯電話１の外観構成については、従来良く知られた折りた
たみ式フィーチャーフォンタイプの携帯電話と同様の構成とすることができるため、より
詳細な説明は省略する。
【００１６】
　図１に示すように、携帯電話１は、上部筐体２側において、レシーバ６と、ディスプレ
イ１０とを備えている。また、携帯電話１は、下部筐体４側において、マイク８と、各種
の物理キーで構成される物理キー部（キーボード）１２を備えている。レシーバ６は、通
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話の際にユーザの耳に音声を出力し、マイク８は、通話の際にユーザの口から発される音
声を取得する。レシーバ６およびマイク８は、一般的な携帯電話に採用されるものと同様
のものとし得るため、より詳細な説明は省略する。物理キー部１２は、携帯電話１を操作
するユーザの入力を検出する。
【００１７】
　ディスプレイ１０は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、または無機ＥＬディ
スプレイ等の表示デバイスである。ディスプレイ１０は、バックライトとして用いる光源
または発光素子を備えてもよい。ディスプレイ１０は、携帯電話１を操作するユーザに、
文字、記号、画像、操作用オブジェクト（アイコン）等の画像など、各種の情報を表示す
る。
【００１８】
　物理キー部１２は、一の物理キーであるセンターキー（決定キー）２０、方向キー（カ
ーソルキー）２２、メニューキー３２、メールキー３４、カメラキー３６、ウェブキー３
８、通話開始キー４２、クリアキー４４、通話終了／電源キー４６、テンキー４８、およ
び３つのファンクションキー５１，５２，５３を含む。また、テンキー４８は、０から９
までの数字キーおよびその他の記号キーを含む。物理キー部１２を構成する各キーは、そ
れぞれ、押しボタン式の自動復帰型スイッチなどで構成することができる。物理キー部１
２を構成する各キーの機能は、一般的な携帯電話と同様にし得るため、より詳細な説明は
省略する。また、図１においては、物理キー部１２を構成する各キーのキートップに刻印
される文字または記号などは、適宜、簡略化または省略して示してある。
【００１９】
　図２は、本発明の実施形態に係る携帯電話の概略構成を示すブロック図である。
【００２０】
　図２に示すように、携帯電話１は、機能的な観点からは、ディスプレイ１０と、物理キ
ー部１２と、コントローラ６０と、を備えている。また、携帯電話１は、図１において説
明したように、携帯電話としての機能を実現するため、レシーバ６と、マイク８と、を備
えている。また、図２に示すように、携帯電話１は、メモリ７０と、無線通信部８０と、
を備えている。さらに、携帯電話１は、例えば写真または動画の撮影を可能にするための
カメラ９０、着信音などを出力するスピーカ、および携帯電話１全体を振動させるバイブ
レータなどを、適宜備えることができる。
【００２１】
　コントローラ６０は、携帯電話１の各機能ブロックをはじめとして、携帯電話１の全体
を制御および管理するプロセッサで構成することができる。コントローラ６０は、携帯電
話１にインストールされたＯＳのプログラム、および制御手順を規定したプログラムを実
行するＣＰＵ等のプロセッサとすることができる。コントローラ６０が実行するプログラ
ムは、例えばメモリ７０または外部の記憶媒体等に格納される。
【００２２】
　メモリ７０は、半導体メモリ等の記憶装置で構成することができ、各種情報や携帯電話
１を動作させるためのプログラム等を記憶するとともに、ワークメモリとしても機能する
。メモリ７０は、例えばＲＡＭおよびＲＯＭなどを含んで構成することができる。メモリ
７０は、コントローラ６０に特定の機能を実行させる、例えば、アプリケーションに対応
する特定のプログラム、並びに電子メールなどのテキストデータ、および画像のデータな
どを格納する。
【００２３】
　無線通信部８０は、アンテナを介して例えば無線通信基地局などと無線通信することに
よって通信ネットワークに接続し、携帯電話１が通話およびデータ通信などを行うための
機能を実現する。無線通信部８０は、通常のスマートフォンまたはフィーチャーフォンが
備える無線通信機能を実現する要素と同様に構成し得るため、より詳細な説明は省略する
。
【００２４】
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　カメラ９０は、静止画または動画を撮像することができるデジタルカメラの機能を実現
する要素である。カメラ９０が撮像した静止画または動画のデータは、例えばメモリ７０
に保存することができる。カメラ９０は、通常のスマートフォンまたはフィーチャーフォ
ンが備えるカメラと同様に構成し得るため、より詳細な説明は省略する。
【００２５】
　本実施形態に係る携帯電話１には、例えばＯＳの提供者が提供するＯＳ（標準ＯＳ）の
プログラムに、複数の特定コードが追加されたＯＳ（変更ＯＳ）がインストールされてい
る。複数の特定コードには、例えばＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（以下
、「ＨＵＮ」ともいう。）に関する特定の処理を行うための第１特定コードが含まれる。
第１特定コードの詳細については後述する。
【００２６】
（標準ＯＳにおけるＨＵＮ）
　ここで、標準ＯＳがインストールされタッチスクリーンを備える一般的なスマートフォ
ンを例に、ＨＵＮについて説明する。ＨＵＮは、画面上に重畳して（ポップアップして）
表示されるＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（通知）である。ＨＵＮの表示は、バックグラウン
ドで実行されているアプリケーションからの要求（通知要求）に応じて、標準ＯＳが有す
る標準機能によって行われる。
【００２７】
　例えば、アプリケーションの作成者は、当該アプリケーション（例えば、メールアプリ
）がバックグランドで実行されている間に所定のイベント（例えば、メールの受信）が発
生すると通知要求をＯＳへ出力するように、当該アプリケーションを予めプログラムして
おく。ここで通知要求には、アプリケーションの作成者によって予め設定された、通知の
内容（例えば、メッセージ）および優先度を示す情報が含まれる。優先度は、例えば低い
順に「ＭＩＮ」、「ＬＯＷＥＲＥＤ」、「ＤＥＦＡＵＬＴ」、「ＨＩＧＨ」、および「Ｍ
ＡＸ」の５段階が存在し、これらのうちから選択される。
【００２８】
　通知要求を取得した標準ＯＳは、所定条件を満たす場合、例えば、フォアグラウンドで
実行されている他のアプリケーションの画面がフルスクリーンで表示されており、且つ通
知要求の優先度が「ＨＩＧＨ」以上である場合に、当該通知要求に基づく通知をＨＵＮと
して表示させる。
【００２９】
　ここで、スマートフォンの画面に表示されるＨＵＮは、タッチスクリーンを介してユー
ザ入力を受け付けるユーザインターフェースとしても機能する。画面に表示されたＨＵＮ
に対するユーザ操作（例えば、タップ操作、スワイプ操作、およびフリック操作など）に
応じて、ＨＵＮに対する一般的な処理、例えば、ＨＵＮを非表示にする処理またはＨＵＮ
を行ったアプリケーションをバックグラウンドからフォアグラウンドに切り替える処理な
どが行われる。
【００３０】
　また、ＨＵＮには、能動型のＨＵＮ（以下、「能動型ＨＵＮ」ともいう。）と、受動型
のＨＵＮ（以下、「受動型ＨＵＮ」ともいう。）と、の２種類が存在する。
【００３１】
　能動型ＨＵＮは、画面上に表示されてから所定時間が経過すると自動的に非表示となる
ＨＵＮである。能動型ＨＵＮは、例えばユーザに対して単にメッセージを提示するなど、
ユーザからの応答を必要としない通知を行う場合に用いられることが一般的である。例え
ば、図３は、アプリケーションＡの画面（例えば、フルスクリーンのマップ画面）が表示
されている状態で、アプリケーションＢ（例えば、メールアプリケーション）による能動
型ＨＵＮ１００が表示されている様子を示す。図３の能動型ＨＵＮ１００は、メールの受
信を示すメッセージを含んでいる。
【００３２】
　一方、受動型ＨＵＮは、画面上に表示されてからの時間経過によっては自動的に非表示
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とならない点で、能動型ＨＵＮと相違する。また受動型ＨＵＮには、所定数（例えば、最
大３つ）のアクションボタンが含まれてもよい。アクションボタンは、受動型ＨＵＮにお
いて通知内容とともに表示されるユーザインターフェースであって、タッチスクリーンを
介してユーザ入力を受け付ける。画面に表示されたアクションに対するユーザ操作（例え
ば、タップ操作）に応じて、当該アクションに対応するアプリケーションの機能が実行さ
れる。例えば、図４は、アプリケーションＡの画面（例えば、フルスクリーンのマップ画
面）が表示されている状態で、アプリケーションＢ（例えば、メールアプリケーション）
による受動型ＨＵＮ１０１が表示されている様子を示す。図４の受動型ＨＵＮ１０１は、
メールの受信を示すメッセージ、返信を行うためのアクションボタン１０２、および転送
を行うためのアクションボタン１０３が表示されている。
【００３３】
　アプリケーションの作成者は、アプリケーションが行う通知を能動型ＨＵＮおよび受動
型ＨＵＮの何れとして表示させるか、および、受動型ＨＵＮに含ませるアクションボタン
の内容を、当該アプリケーションのプログラムに予め記述しておく。上述したように、標
準ＯＳはタッチスクリーンによる操作に対応しているため、アプリケーションの作成者は
、アプリケーションを実行する情報処理装置がタッチスクリーンを備えることを想定して
、アプリケーションをプログラムすることが一般的である。
【００３４】
（変更ＯＳにおけるＨＵＮ）
　次に、本実施形態に係る携帯電話１にインストールされた変更ＯＳにおけるＨＵＮにつ
いて説明する。上述したように、本実施形態に係る携帯電話１は、タッチスクリーンを備
えていないため、変更ＯＳが有する機能のうち、タッチスクリーンに対する操作を前提と
する全ての機能が制限される。一方、変更ＯＳは、フォアグラウンドで実行されているア
プリケーションの各機能を物理キー部１２の各物理キーに割り当てる第２特定コードを含
んでいる。換言すると、第２特定コードを含む変更ＯＳは、物理キー部１２による操作に
対応させたＯＳである。
【００３５】
　しかしながら、上述したように、ＨＵＮはバックグラウンドで実行されているアプリケ
ーションによって表示される。このため、第２特定コードの実行によっては、ＨＵＮの上
述したユーザインターフェースとしての機能（例えば、ＨＵＮを非表示にする操作を受け
付ける機能）を物理キー部１２に割り当てることができない。したがって、上述したよう
に時間経過によっては自動的に非表示とならない受動型ＨＵＮを、物理キー部１２に対す
る操作によって非表示にすることができない。
【００３６】
　そこで、本実施形態に係る変更ＯＳは、画面上に受動型ＨＵＮが表示された後、例えば
所定時間経過後に、当該受動型ＨＵＮを強制的に非表示にする第１特定コードを含む。携
帯電話１のコントローラ６０は、第１特定コードの実行によって、画面上に表示された受
動型ＨＵＮを強制的に非表示にする。かかる構成によって、タッチスクリーンを備えない
携帯電話１において、受動型ＨＵＮを非表示にすることが可能となり、例えば受動型ＨＵ
Ｎがディスプレイ１０に表示されたままとなって画面の視認性が低下することが抑制され
る。
【００３７】
　受動型ＨＵＮを強制的に非表示にするまでの所定時間は、予め定められた長さの時間で
あってもよく、あるいは受動型ＨＵＮの優先度が高いほど長い時間になるように定められ
てもよい。
【００３８】
　好適には、第１特定コードは、強制的に非表示にされた受動型ＨＵＮをＮｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ画面に追加するコードをさらに含む。コントローラ６０は、第１特定コードの
実行によって、強制的に非表示にされた受動型ＨＵＮをＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面に
追加する。Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面は、例えば標準ＯＳがサポートする標準機能に
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よって表示可能な画面である。Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面には、過去に通知された（
ＨＵＮとして通知されたＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを含む）Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎが
例えばリスト表示される。例えば図５に示すＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面には、能動型
ＨＵＮ１００と、受動型ＨＵＮ１０１と、が表示されている。
【００３９】
　ここで、Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面がディスプレイ１０に表示される場合、すなわ
ちＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面を表示させるアプリケーションがフォアグラウンドで実
行される場合、コントローラ６０は、第２特定コードの実行によって、当該アプリケーシ
ョンの各機能を物理キー部１２の各物理キーに割り当てる。
【００４０】
　例えば、Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面がディスプレイ１０に表示された状態で、コン
トローラ６０は、方向キー２２に対する操作に応じてカーソル１０４を移動させる。例え
ば図５において、カーソル１０４は、受動型ＨＵＮに含まれる「返信」のアクションボタ
ン１０２を選択している。続いてコントローラ６０は、センターキー２０に対する操作に
応じて、カーソル１０４が選択しているＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎに関する処理を行う。
例えば図５において、コントローラ６０は、カーソル１０４が選択中の受動型ＨＵＮ１０
１に関する処理、具体的には「返信」のアクションボタン１０２に対応する処理を実行す
る。当該処理の実行によって、コントローラ６０は、例えばメールアプリケーションをフ
ォアグラウンドで実行し且つ返信メールの入力画面をディスプレイ１０に表示させる。
【００４１】
　次に、図６を参照して、受動型ＨＵＮを強制的に非表示にする携帯電話１の動作につい
て説明する。本動作は、変更ＯＳに追加された第１特定コードの実行によって行われる。
【００４２】
　ステップＳ１００：はじめにコントローラ６０は、受動型ＨＵＮがディスプレイ１０に
表示されたか否かを判定する。受動型ＨＵＮが表示されたと判定された場合（ステップＳ
１００－Ｙｅｓ）、ステップＳ１０１に進む。一方、受動型ＨＵＮが表示されていないと
判定された場合（ステップＳ１００－Ｎｏ）、ステップＳ１００を繰り返す。
【００４３】
　ステップＳ１０１：ステップＳ１００で受動型ＨＵＮが表示されたと判定された場合（
ステップＳ１００－Ｙｅｓ）、コントローラ６０は、受動型ＨＵＮが表示されてから所定
時間が経過したか否かを判定する。所定時間が経過したと判定された場合（ステップＳ１
０１－Ｙｅｓ）ステップＳ１０２に進む。一方、所定時間が経過していないと判定された
場合（ステップＳ１０１－Ｎｏ）、ステップＳ１０１を繰り返す。
【００４４】
　ステップＳ１０２：ステップＳ１０１で所定時間が経過したと判定された場合（ステッ
プＳ１０１－Ｙｅｓ）、コントローラ６０は、ディスプレイ１０に表示されている当該受
動型ＨＵＮを強制的に非表示にする。
【００４５】
　ステップＳ１０３：そしてコントローラ６０は、ステップＳ１０２で強制的に非表示に
した受動型ＨＵＮをＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面に追加する。その後、ステップＳ１０
０に戻る。
【００４６】
　以上述べたように、本実施形態に係る携帯電話１は、ディスプレイ１０に受動型ＨＵＮ
を表示させると、所定時間経過後に当該受動型ＨＵＮを強制的に非表示にする。かかる構
成によって、例えば携帯電話１がタッチスクリーンを備えないフィーチャーフォンタイプ
であっても、受動型ＨＵＮを非表示にすることができる。このため、受動型ＨＵＮがディ
スプレイ１０に表示されたままとなって画面の視認性が低下することが抑制されるので、
携帯電話の利便性が向上する。
【００４７】
　好適には、携帯電話１は、強制的に非表示にされた受動型ＨＵＮをＮｏｔｉｆｉｃａｔ
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ＵＮであっても、後からディスプレイ１０に表示させたＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面を
介してユーザが確認可能であり、携帯電話の利便性がさらに向上する。
【００４８】
　また好適には、携帯電話１は、ディスプレイ１０にＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面が表
示されている状態で、物理キーに対する操作に応じて受動型ＨＵＮに関する処理を行う。
かかる構成によって、ユーザは物理キー部１２を介して受動型ＨＵＮに対する操作を行う
ことができ、携帯電話１の利便性がさらに向上する。
【００４９】
　本発明を諸図面および実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき
種々の変形および修正を行うことが容易であることに注意されたい。したがって、これら
の変形および修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各機能部、各
手段、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり
、複数の機能部およびステップなどを１つに組み合わせたり、あるいは分割したりするこ
とが可能である。また、上述した本発明の各実施形態は、それぞれ説明した各実施形態に
忠実に実施することに限定されるものではなく、適宜、各特徴を組み合わせたり、一部を
省略したりして実施することもできる。
【符号の説明】
【００５０】
　１　携帯電話
　２　上部筐体
　４　下部筐体
　５　ヒンジ部
　６　レシーバ
　８　マイク
　１０　ディスプレイ
　１２　物理キー部
　２０　一の物理キー（センターキー／決定キー）
　２２　方向キー（カーソルキー）
　３２　メニューキー
　３４　メールキー
　３６　カメラキー
　３８　ウェブキー
　４２　通話開始キー
　４４　クリアキー
　４６　通話終了／電源キー
　４８　テンキー（ダイヤルキー）
　５１，５２，５３　ファンクションキー
　６０　コントローラ
　７０　メモリ
　８０　無線通信部
　９０　カメラ
　１００　能動型ＨＵＮ
　１０１　受動型ＨＵＮ
　１０２　返信のアクションボタン
　１０３　転送のアクションボタン
　１０４　カーソル
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月10日(2017.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話であって、
　ディスプレイに、Ａｎｄｒｏｉｄの標準ＯＳにおける能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示にし、
　前記ディスプレイに、表示されてからの時間経過によっては自動的に非表示とならない
、前記標準ＯＳにおける受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示さ
せると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを
強制的に非表示にする、携帯電話。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯電話であって、
　強制的に非表示にされた前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを
、前記標準ＯＳがサポートする機能によって表示可能なＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面に
追加する、携帯電話。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯電話であって、
　前記ディスプレイに前記Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ画面が表示されている状態で、物理
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キーに対する操作に応じて、前記標準ＯＳに追加された第２コードの実行によって、前記
受動型Ｈｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎに関する処理を行う、携帯電話。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の携帯電話であって、
　前記携帯電話の前記標準ＯＳに追加された第１コードの実行によって、前記能動型のＨ
ｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを強制的に非表示にする、携帯電話。
【請求項５】
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話が実行する表示制御方法であって、
　ディスプレイに、Ａｎｄｒｏｉｄの標準ＯＳにおける能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示にするステップと、
　前記ディスプレイに、表示されてからの時間経過によっては自動的に非表示とならない
、前記標準ＯＳにおける受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示さ
せると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを
強制的に非表示にするステップと、
を含む、表示制御方法。
【請求項６】
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話に、
　ディスプレイに、Ａｎｄｒｏｉｄの標準ＯＳにおける能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示にするステップと、
　前記ディスプレイに、表示されてからの時間経過によっては自動的に非表示とならない
、前記標準ＯＳにおける受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示さ
せると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを
強制的に非表示にするステップと、
を実行させる、プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係るフィーチャーフォンタイプの携帯電話は、
　ディスプレイに、Ａｎｄｒｏｉｄの標準ＯＳにおける能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示にし、
　前記ディスプレイに、表示されてからの時間経過によっては自動的に非表示とならない
、前記標準ＯＳにおける受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示さ
せると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを
強制的に非表示にする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明の一実施形態に係る表示制御方法は、
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話が実行する表示制御方法であって、
　ディスプレイに、Ａｎｄｒｏｉｄの標準ＯＳにおける能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ
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　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示にするステップと、
　前記ディスプレイに、表示されてからの時間経過によっては自動的に非表示とならない
、前記標準ＯＳにおける受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示さ
せると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを
強制的に非表示にするステップと、を含む。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明の一実施形態に係るプログラムは、
　フィーチャーフォンタイプの携帯電話に、
　ディスプレイに、Ａｎｄｒｏｉｄの標準ＯＳにおける能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示させると、所定時間経過後に前記能動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを非表示にするステップと、
　前記ディスプレイに、表示されてからの時間経過によっては自動的に非表示とならない
、前記標準ＯＳにおける受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを表示さ
せると、所定時間経過後に前記受動型のＨｅａｄｓ－Ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを
強制的に非表示にするステップと、を実行させる。



(14) JP 2017-135667 A 2017.8.3

フロントページの続き

(72)発明者  岸本　舜一
            京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地　京セラ株式会社内
Ｆターム(参考) 5E555 AA24  BA06  BB06  BC04  DA02  DB05  DB41  DC11  DC14  DD08 
　　　　 　　        FA00 
　　　　 　　  5K127 AA36  BA05  CB25  FA02  HA03  JA04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

